
制度改正に伴う専門家派遣等事業 

 

 

適格請求書等保存方式（インボイス制度） 
個別相談のご案内 

 

令和５年１０月１日から始まる「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」とは、「複数税率

に対応したものとして導入される仕入税額控除方式」です。この制度が導入されると請求書等の

記載内容が大変複雑となり、事業者の皆様に過大な負担がかかることが懸念されます。 

そこで早い段階から、インボイス制度の仕組みなどを理解し、対応・対策することが重要とな

ってきます。この個別相談では専門家が事業者の皆様の疑問やご相談に直接お答えいたします。

正確な知識を身につけて、令和５年に備えていただきたいと思います。参加費は無料となってお

りますので、是非お申込みください。 

 

【相 談 員】 東海税理士会島田支部 会員税理士 

 

【開 催 日】 令和３年１２月１５日（水）・令和４年１月１３日(木) 

 

【開 催 時 間】 【午前の部】 ９時～１２時 

【午後の部】１３時～１６時 

※１事業者６０分程度 ※要予約 

 

【開 催 会 場】 島田商工会議所 ３階 第２・第３会議室 

 

【相 談 内 容】 適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要・問題点・対策等 

 

【相 談 時 間】 相談時間は原則６０分です。相談は予約制で先着順とさせていただきます。 

ご希望の時間に添えない場合がございますが、予めご了承ください。 

 

【問い合わせ】 島田商工会議所 ＴＥＬ ０５４７－３７－７１５５ 

 

【申 込 方 法】 下記、申込用紙にご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。 

 

（島田商工会議所 行） ＦＡＸ ０５４７－３７－５２５０ （切り取らずそのままＦＡＸ） 

事業所名  

電話番号  担当者名  

相談希望 

日 時 

□１２月１５日(水) □１月１３日(木)  

□９時～ □１０時～ □１１時～ □１３時～ □１４時～ □１５時～ 

※本申込みにご記入いただきました情報につきましては、個別相談の実施・運営に係わる利用者

の把握、名簿作成、その他当所事業に関する情報提供の目的のみ利用します。 

主催：島田商工会議所 

協力：（公社）島田法人会 


